
個人への災害見舞金と税の関係 

 災害見舞金はその名の通り、被災した人

や企業に支払われるお見舞金です。例えば、

個人が被災した際に自治体から支払われる

ものや、所属している企業から従業員に支

払われるもの等があります。 

 個人が受領する災害見舞金等に関しては

①被災者生活再建支援法による被災者生活

再建支援金など、支給する法令の規定上非

課税とされているもの、②心身又は資産に

加えられた損害について支払を受ける義援

金や見舞金で、その受贈者の社会的地位、

贈与者との関係などに照らし社会通念上相

当と認められるものについては非課税とさ

れています。 

法人から従業員等への災害見舞金 

 法人から従業員等への災害見舞金につい

ては損害につき支払いを受ける相当の見舞

金であれば、所得税は非課税となり、法人

側は福利厚生費として損金算入が可能です。

相当の見舞金とは、法人が被災者の所有資

産の被害の程度に基づき見舞金の額を決め

るなどの一定の基準をもって支給額を定め

ているものを言います。 

この「一定の基準」については、社内規定

等で定めていることを指しますが「災害を

機に新たに定めた規定等であっても該当す

るものとして取り扱う」とされています。 

また、退職した従業員・採用内定者・従業

員の親族等に対して従業員と同一の基準で

支給した災害見舞金であっても、法人の福

利厚生費として損金の額に算入可能です。 

取引先への災害見舞金 

 法人が災害前の取引関係の維持・回復を

目的として、取引先に対して行った災害見

舞金の支出や事業用資産の供与等に要した

費用は、交際費等に該当しないものとして

損金の額に算入されます。受け取った側は

益金として処理が必要です。 

ただし、法人が取引先の役員や使用人に

対して個別に支出する災害見舞金について

は、取引先救済のための費用ではなく、慰

安や贈答に該当する費用と判定されるため、

交際費等として取り扱われます。 

取引先への見舞金に類する取扱い 

 取引先に対する売掛金等の免除、低利又

は無利息による融資の通常収受すべき利息

との差額、自社製品等の被災者に対する提

供についても、損金算入が認められていま

す。 
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災害に遭った時 

災害見舞金と税金 

様々なケースが想定さ

れているのは、助け合い

の精神がある証拠なの

かな。 


